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価格戦略 としての二部料金
一LPガ ス小売市場における価格設定行動一

鳥 居 昭 夫

本論 文 では,最 初 に一般 的 な製 品差別 化 モデル を設定 し,基 本料 金 と従量料 金 と

か らな る二 部料 金 を設 定す る価格 戦 略 が通 常の従 量料 金 のみ の線 形料 金戦 略 に対 し

て ドミナ ン トな戦 略 とな る こと を示 してい る。二 部料 金 に よ る均 衡 で は,消 費者 の

負担 は支 払 う料 金 の上 で も消費 者余剰 の上 で も大 き くな る。 この消 費者 の負担増 の

下 に,小 売業者 は よ り高 い利 益 を獲得 で きる。 この結果 は,モ デル を 日本 のLPガ

ス小 売 市場 にあ わせ て特 殊化 して も変 わ らない こ とが確 認 され る。 あわせ て,均 衡

で は,基 本 料金 と従 量料 金 とが正 の相 関 を持 つ と予 想 で き るこ とを示 した。 この予

想 は,日 本 のLPガ ス小売 市場の地 域 間 ク ロス ・セク シ ョン分 析 に よっ て肯定的 に

確 認 され た。 この 実証分析 に よって,理 論 モ デル分析 の有効性 も確 認 され た。 なお,

都 市 ガス にお いて は,対 照 的 に基 本料金 と従 量料 金 とは負の相 関 を持 って い るこ と

も併せ て示 され て い る。

キー ワー ドLPガ ス,都 市 ガス,二 部 料金,空 間 的競争 モデ ル

サービスの対価 として,購 入量に応 じた従量料金 と定額の基本料金 との合計を請求する二

部料金は,電 気料金や都市ガス料金などの 「公共料金」に多 く適用されている。現在,電 気

料金や都市ガス料金は,特 に家庭用等の小口供給において監督官庁に規制 されている。この

電力供給や都市ガス供給は,一 般には 「公益サービス」 と考 えられている。何が 「公益」か

の議論 は別 として,こ れ ら 「公益サービス」の提供には一般に高水準の固定費用が必要であ

る。この高い固定費用を含んだ事業費用 をすべて従量料金で回収 しようとすると,単 位 あた

り料金 としては,サ ービス提供1単 位あた り平均の(可 変費用+固 定費用)を 課 さねばな ら

ない。二部料金は,基 本的には,総 事業費用の うち固定費用を従量料金ではなく,基 本料金

で回収 しようとする制度である。同時に,単 位 あたり従量料金はできるだけ限界費用に近づ
　

ける方が,均 衡価格体系に擾乱を与 えず,国 民経済 にも負担を与えないと考えられている。

二部料金制度が適用 されているのは,必 ず しもこれ ら 「公共料金」だけではない。二部料

金 は,各 種 テーマ ・パークにおいて,入 園料 とア トラクション利用料の形で適用されている。

また,民 間スポーッ施設等においても,年 会費 ・月会費 と利用に応 じた料金の形で広 く適用

されている。さらに,会 員料金制度などの形で一般の商品にも工夫次第で適用可能である。
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これ らの うちには,公 益サービス事業等の二部料金 を利用す るよう規制された産業 と似て,

総費用に固定費用の占める割合が大 きい産業 もあるが,必 ず しもそうとは限らない。たとえ

ば,本 論文の後半で実証研究の対象 とす るLPガ ス小売業は,大 部分二部料金ない しは二部
2

料金の基本料金を細分化 した三部料金を課 している。 しか し,輸 入貯蔵 を含んだ元売 り段階

では ともか く,小 売 り段階では他の小売 り業種に比 して顕著に固定費用の割合が高いわけで
3

はない。LPガ ス料金は規制料金ではな く自由料金である。それにもかかわらず,家 庭用燃

料 として利用する顧客が,都 市ガス供給 とのサービスの類似性からLPガ ス料金 を規制され
る

た 「公共料金」 と錯覚することが多いと考 えられる。 この錯覚によって,二 部料金 を受け入

れる素地 を持 ってしまっているのが,LPガ ス小売業 において二部料金が採用 されている主

たる理由であると思われる。一般には,LPガ ス小売 りにおいて,マ イコン ・メーター設置

やその他保守費用が固定費としてかかり,固 定費用部分 は基本料金で回収す るのが適切であ
　

るとされている。 しか し,小 売サービス提供 に固定費用がかかると言うことと,そ れを二部

料金で回収 しなければならないと言 うこととは別の問題である。

この論文では,こ れら競争産業で採用 されている二部料金の意味を考えることを目的 とす

る。製品差別化されている空間的競争市場では,通 常の販売量に比例 した線形料金設定に対

して,二 部料金制は ドミナン トな価格戦略となることが示される。二部料金は販売量に比例

した線形料金設定 を(基 本料金を0と お くことによって)部 分集合として含んでいるから,

市場が独 占である場合 には,独 占者は二部料金によって,線 形料金より高い利潤 を獲得でき

るのは当然である。二部料金制を採用することによって,製 品差別化の下でライバル と競争

している場合 にも,均 衡 においてより高い利潤 を実現で きることが本論文で示 される。この

高利潤は,主 に消費者の料金負担の増大によっている。主な要因は,二 部料金が,高 い需要

をもつ顧客,低 い需要の顧客 という不均質な顧客に対 して,実 質的に差別価格 を可能 として

いるからである。二部料金 を課す場合の最大の問題は,最 初にOi[1971]が 示 したように,

この ような不均質な顧客を対象 とする場合に直面するデ ィズニーラン ド・ジレンマであった。

この論文の構成は以下の通 りである。第1節 では,空 間的競争理論の もとで差別化 された

複占市場モデルを構成 し,価 格設定に二部料金 を採用で きる場合の均衡について紹介す る。

第2節 では,モ デル を現在の 日本のLPガ ス小売市場における競争を分析できる形に修正 し,

この市場で二部料金制度が採用されていることの帰結を論 じ,さ らにこのモデル分析の有効

性 を検証するため,モ デルが有効であるとすればどのような特徴が実際に市場で観測 される

だろ うかとい う,理 論的予測を得る。第3節 では,こ の理論的予測が,実 際に日本のLPガ

ス市場で観察され るかどうかを実証分析することによって,第2節 のモデル分析の有効性 を

検討する。
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1製 品差別化市場における二部料金制度

分析の対象 とする市場 は,小 売業者0と 小売業者1か らなる複占市場である。小売業者の

新規参入は考 えない。一般性を失 うことな く,こ れら小売業者は固定費用,限 界費用 ともに

0で 販売を行 うことができると仮定する。小売業者 は,顧 客に対 し対価 として,購 入量 に依

存 しない基本料金ノ(≧0)と 購入量1単 位 あたりp(≧0)の 従量料金を課すことができる。小

売業者0に 対する個 々の消費者の逆需要関数は,p。=a+r一 勿。であ り,小売業者1に 対する

個々の消費者の逆需要関数はPi=a+1-r-kq、 である。ここで,p,qは 単位従量料金および

個々の顧客の購入量であ り,a,kは 定数である。また,rは 消費者の属性 を示すパラメータで

あ り,[0,1]に 均一に密度1で 分布 していると仮定する。この消費者パラメータの設定によ

り,各 小売業者が提供するサービスは差別化 されていると仮定 している。rの値の大 きい消費

者は小売業者0を 小売業者1に 対 してより選好 している。

以下では,紙 幅の都合で分析の詳細 を省略する。詳 しくは,鳥 居[2003]第1節 及び付録
　

を参 照 され た い 。最 初 に,小 売 業 者 は 二 部 料 金 を 設 定 で きず購 入 量 に比 例 す る従 量 料 金 の み

を 支 払 う場 合 の 競 争 を分 析 す る。 小 売 業 者0が 単 位 あ た り価 格p。 を小 売 業 者1が 単位 あ た

り価 格p、 を 設 定 す る と,属 性rの 消 費 者 が 小 売 業 者0か ら購 入 した 場 合 の 消 費 者 余 剰 は,

(a+r-p。)2/(2k)で あ り,小 売 業 者1か ら購 入 した 場 合 の 消 費 者 余 剰 は,(a+1-r-Pi)2/

(2k)で あ る。 したが っ て,rt≡(1+p。-pi)/2と す る と,r∈[min(max(〆,0),1),1]の 消

費 者 が 小 売 業 者0を 選 択 し,r∈[0,min(max(〆,0),1)]の 消 費 者 が 小 売 業 者1を 選 択 す

る。 以 下 で は,均 衡 価 格 の 下 で アの値 に か か わ らず す べ て の 消 費 者 の 需 要 が 非 負 の 値 を と る

こ と を保 証 す る ため に,aは 十 分 に大 き くa≧1/2で あ る と仮 定 す る。 また対 称均 衡 を考 え る

た めPoとp、 は大 き くは 離 れ な い と考 え る。この 競 争 の 下 で は,均 衡 価 格 は それ ぞ れ(2α+5-

13+4σ+4a2)/4,小 売 業 者 の利 潤 は そ れ ぞ れ(2α 一23+713+4α+4a2)1(32々)で あ る。 この

均 衡 価 格 と利 潤 水 準 を そ れ ぞ れ,pt,n`と お く。

次 に,両 方 の 小 売 業 者 共 に二 部 料 金 を設 定 し,購 入 量 に比 例 す る従 量 料 金 に 加 え て基 本 料

金 を課 す る場 合 の 均 衡 を 考 え る。小 売 業 者0の 基 本 料 金 をf。 と し,小 売 業 者1の 基 本 料 金 を

fiと す る。 属 性rの 消 費 者 が 小 売 業 者0か ら購 入 した 場 合 の 消 費 者 余 剰 は,(a+r-p。)2/

(2k)-f。 で あ り,小 売 業 者1か ら購 入 した 場 合 の 消 費 者 余 剰 は,(a+1-r-p、)2/(2k)-f,

で あ る。 こ の場 合 に は,

rt(1十Po-Pl々(ノo-∫1)ρo,アo・ρ1・∫1)≡2+2(2α+1 -Po一 ρ1)

と して,r∈[〆,1]の 消 費 者 が 小 売業 者0を 選 択 し,r∈[0,〆)の 消 費者 が 小 売 業 者1を 選

択 す る。 まず,需 要 が 十 分 に大 き く,a≧5/4の 時 に は,ラ イバ ル の 小 売 業 者1が(Pi,ノ 、)=
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(1/4,3(4a+1)/(161e))と い う二 部 料 金 を設 定 す る と,・』・売 業 者0も 利 潤 を同 じ(p。,f。)=

(1/4,3(4a+1)/(16々))で 極 大 化 して お り

と お く。 均 衡 利 潤 をnt一 とお く と,

16a+5n卜
=

32々

この点が均衡 となる。この均衡価格を(が,升 う

である。二部料金が設定できるにもかかわらず,pt>0で あるのは,顧 客が不均一であること

によるディズニーランド・ジレンマ(Oi[1971])に 対処 していることを示 している。 また,

需要がそれほど大 きくな く,1/2≦a<5/4の 時には,(p。,f。)=(pi,fi)=(1/4,(4a+1)2/

(32k))が 均衡 となる。この均衡価格を(が,f`+)と お く。均衡の単位従量料金p。 は需要の大

きさによらず一定 となっている。この場合の均衡利潤 をnt+と お くと,

16a2+16α 十5Ht+=
64々

である。

次に,両 者が二部料金を設定 し均衡 している状態から,片 方の小売業者が線形料金 を採用

すべ く,自 らの料金体系を基本料金が0で あるべ くコミッ トできるとした場合,均 衡がどう

なるかを分析する。相手が二部料金制度 を採用 している限 り,両 者 とも正の基本料金 を課す

対称均衡が存在することは,前 小節において説明した。この均衡から片方の小売業者が離れ

ると,均 衡がNash均 衡である限 り,よ り高い利潤 を望むことは出来ないのは当然である。

しか し,自 らの選択できる戦略を敢えて狭めることにコミットすることによって,自 らの反

応関数を変化 させ,そ れが均衡を変える可能性は十分 にある。この時には,二 部料金制度か

ら離脱すれば必ず利潤が低下するというわけではな く,変 化の方向を確かめる必要がある。

モデル分析の結果,以 下の結論 を得 る。第1に,両 小売企業が二部料金戦略を採用 してい

る場合,片 方が離脱 して線形料金 を採用する誘因は存在 しない。第2に,ラ イバルが線形料

金制度を維持 している時に,新 たに二部料金を採用すると,線 形料金のみが採用 されている

場合の均衡利潤ntを 超える利潤 を獲得できる。すなわち,二 部料金 を採用するとい う戦略

は,線 形料金 を採用するという戦略に対 して ドミナン トな戦略となる。なお,二 部料金は線

形料金を真部分集合 として含むからと言って,線 形料金から二部料金へ戦略を変更すること

がペイすると簡単に言えるわけではない。 もちろん,線 形料金 どうしの均衡において,相 手

が同 じ線形料金均衡の均衡価格に執着 し戦略を変えないと想定 したとすれば,選 択で きる戦

略集合がより大 きい二部料金制を採用することが有利な戦略 となることは,当 然である。 し

か し,一 般に,ラ イバルが二部料金 を採用 した場合,線 形料金戦略を維持 し続けるにしても,

設定すべ き最適価格水準は変化す るだろう。完全均衡 を考える限 り,必 ず しも二部料金に変

更することよって利潤 を増大させ ることが自明であるわけではない。
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さらに,二 部料金制下での均衡利潤Hご+,nt一 は,線形料金制下での均衡利潤ntよ り高 くな

る。また,単 位 あたり従量料金 を比較す ると,常 に線形料金制下での均衡価格の方が二部料

金制下での均衡価格 より高い。したがって,任 意の属性rの 顧客について,購 入量は二部料金

制下での均衡における方が大 きい(均 衡 においてはすべての消費者が購入を行 うので,基 本

料金が高す ぎて購入が実現 しない顧客は存在 しない)。したがって,社 会的厚生 も二部料金制

下の方が高い。

一方で
,消 費者が支払 う料金の総額は,二 部料金制下の方が高 くなる。線形料金制下 と二

部料金制下 とでは,消 費者の購入量が異なるので,線 形料金制下での購入量について支払総

額 を比較 してみると,常 に二部料金制下での支払額が より高いのである。顧客の負担の増大

を考えるためには,消 費者余剰 に与える影響 を比較 しなければなちない。こうして比較 して

みて も,常 に線形料金制下での均衡消費者余剰の方が大 きい。すなわち消費者余剰 を比較 し

て も,顧 客の負担は二部料金制においてより高 くなっていることがわかる。以上のように,

二部料金制下の競争は,線 形料金制下の競争に比べて,社 会的余剰は増大 しているものの,

増大分は全て小売 り業者の利潤 と化 しており,消 費者余剰は常に減少する。すなわち,業 者

の高収益は,消 費者の犠牲の下に得 られるものである。

2LPガ ス小売市場における二部料金制度

小論の冒頭において も述べ たとお り,日 本のLPガ ス小売市場においては,特 に家庭用需

要に対応する料金制度 として,二 部料金および二部料金の基本料金部分を細分 した三部料金

制度が広 く採用 されている。一方で,最 終販売価格に占める小売 りマージンの割合が62.9%
　

である等,特 に小売 り段階での料金が都市ガスに比べて も高いという認識がある。小売 りマ

ージンを比較す るだけで,小 売 り業種の効率性を議論することはできない。 しか し,よ り大

規模な設備を必要 とする都市ガスの料金に比べて も,LPガ ス料金が高いと考えられている

ことは,サ ービスを供給す る地域が非都市部であり,配 達にコス トがかかることを考慮 した

として も,費 用 ・料金の水準の適切さについて分析の対象 とする余地がある。

小売 り段階で高い固定費の負担があり,そ れが二部料金制度の採用 を余儀 なくする根拠 と

なるかどうかは,別 に実証分析の対象 としなければな らない。 しか し,規 制料金ではな く自

由料金であるLPガ ス小売 り料金 において,ほ とんどの小売業者が二部料金を設定 している

ことが,小 売業者 どうしの競争に与える効果は十分 に分析の対象となる。前節の分析におい

て,製 品差別化された小売業者が二部料金制度 を採用することによって,競 争均衡ではより

高い料金 とより高い利潤 を可能 とすることを確認 した。ただ,前 節のモデル は一般的な製品

差別化競争を対象 としたモデル分析であり,必 ず しも日本のLPガ ス小売市場を的確に描写

したモデル とはなっていなし㌔ 家庭のLPガ スに対する需要は非弾力的であるが,前 節のモ
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デルは弾力的な設定 となっている。小売店のコス トにおいては,LPガ スボンベの配達費用

が大 きい割合 を占めるが,前 節のモデルでは費用を0と 考えている。他にも,モ デルの前提

がLPガ ス小売市場を分析するのに適切でない ところがあるだろう。そこで,LPガ ス小売

市場において も,二 部料金 についての前節の命題が成立するかどうかを確かめてみる必要が

ある。これが本節の第一の目的である。 また,も し現在のB本 のLPガ ス小売 り市場におけ

る競争が本節のモデルで描写 したようなものであるなら,観 測される現象にどのような特徴

が見いだせ るかを予測することが第二の目的である。 この予測は次節で実証分析によって確

認される。 この検証によって,本 節のモデルの有効性 を確認することができる。

2.1LPガ ス小売市場モデルにおける線形料金制度

この小節では,比 較のためのベ ンチマークとして各小売業者が線形料金を課 した場合,す

なわち基本料金を課さず,従 量料金だけを課す場合の均衡を求める。このLPガ ス小売 り市

場の場合,製 品差別化 は小売業者の立地によると考 えて,空 間的競争モデルを構築する。線

分[0,L]に 密度1で 均一に顧客が分布すると仮定する。前節 と同様 にディズニーランド・

ジレンマに対処する価格設定行動を分析するため,顧 客に不均一性 を仮定する。すなわち,

顧客のうちh〈O<h<1)の 割合の顧客は1単 位 を需要 し(低需要の顧客),残 りの1-hの 割合

の顧客は2単 位 を需要す る(高 需要の顧客)と 仮定する。ここでは,ど ちらの需要 も価格に

対 してまったく非弾力的であると考える。

通常の空間的競争モデル とこのモデルが大 きく異なるのは,流 通費用の負担における仮定

にある。 ここでは,通 常の空間的競争モデルのように顧客が移動費用を支出して店舗に購入

に訪れるのではな く,店 舗が輸送費用をかけて顧客に配達 を行うと仮定する。各店舗は価格

に見合 った配達可能地域 を店舗が設定 し,そ の配達可能地域内から要請があれば配達を行 う。

ただ し,配 達可能地域内の顧客であれば,顧 客が高需要か低需要かによって配達の可否を選

択できず,ど ちらの顧客の要請にも応えなければな らないもの とする。 また,配 達には1単

位の商品 を距離1だ け配達するのにtだ けのコス トがかか り,こ の単位配達コス トは小売業

者共通であるとする。

小売業者0は 地点0に 店舗を立地 し,線 形料金p。 を課す。一方,小 売業者1は 地点Lに 立

地 し,線 形料金p、 を課す。この場合,小 売業者0の 配達可能地域は[0,p。/t]で ある。同様

に小売業者1の 配達可能地域は[L-Pi/t,乙]で ある。p。+Pi>tLで あれば,配 達可能地域

が重なる。この時,[0,L-Pi/t]の 顧客は,小 売業者0の 配達だけを受けることができる。

また,[L-p、/t,PO/t]の 顧客は両方の小売業者から配達を受けられ,[p。/t,L]の 顧客は

小売業者1の 配達だけを受ける。

以下では,こ のモデルにおける対称均衡 を探すため,均 衡 から乖離 した場合の需要の変化
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を考える。小売業者0は,[0,L-p,/t]の 顧客か ら2(1-h)+hだ けの注文を受ける。また,

[L-Pi/t,p。/t]の 顧客の需要は,p。=Plの 時には小売業者0に 対するものと小売業者1に

対す るものへ二分 され,p。 がPiか ら乖離すると価格差に比例 した顧客のみが この価格差に

反応 して小売業者を変更するものとする。 これは,日 本のLPガ ス小売 り取引においては,

小売業者変更に伴 うスイッチング ・層コス トが高いことを反映 した仮定である。顧客が初期の

契約 において所謂 「無償配管」を受けている場合 には,小 売業者を変更する時には,配 管の

残存価格を精算する必要がある。明示的に契約が取 り交わされていない場合には,LPガ ス
き

小売業者の変更は紛争の原因となっている。これらの問題は,LPガ ス小売 りにおける不透

明さと考えられている。ここでは,ス イ ッチング ・コス トが存在するため,小 売業者間で料

金差が生 じたとして も,そ の料金差に反応 してより安い小売業者 に変更する顧客の割合は,

料金差 に比例する割合に限 られると仮定する。すなわち,低 需要の顧客にとって料金差は

Pi-p。 であるか らk(p一p。)の 顧客が,高 需要量の顧客にとって料金差は2(p、-p。)で あ

るか ら2k(p、-p。)の 顧客が,小 売業者1か ら小売業者0へ と購入先を変更すると考える。

これらの仮定により,小 売業者1が 均衡価格PIを 設定 している時に,小 売業者0が それ と

乖離 した価格p。 を設定 した場合の,小 売業者0に 対する需要量Q。`は,

Q8-(L一 争)(・-h)・(誓 ・学 一L)(・(1-h)1+2'e(穿 「 ρo)・h1+h(睾1　 ρo))

である。ただ し,こ の式が有効であるのは価格ρ。を均衡価格から下げた場合,す なわちρ。<

p、の場合のみである。この場合,小 売業者0の 配達可能地域は縮小する。逆に,あ る均衡価

格か ら価格 を上げた場合,そ の価格 に見合 う小売業者0の 配達可能地域は拡大する。 しかし,

もともとライバルの小売業者1の みの配達可能地域であるところを新たに配達可能 としたと

して も,ラ イバルより高い価格で新 しい顧客 を獲得することはできないだろう。 したがって,

顧客の獲得は価格の上下により非対称であり,需 要曲線は屈折する。価格を均衡価格から上

げた場合には,配 達可能地域の拡大はない。期待 される需要量 も,

・8-(L一 牛)(・-h)・(・ 与 一L)(・(1-h)1+2'e(ぎ 「Po)・ ・1+li(!/{?一:2・P'Po))

である。ここで,価 格を上げる前は,小 売業者0も 小売業者1と 同 じ均衡小売価格p、 を設定

していると考えている。

一方,小 売業者0が 負担する配達費用は,配 達距離 と数量 に比例す るという設定により,

儲)バ ー(・(1-・)'+2'e(縛 杭1枕(鱒 與 肱

である。ただ し,こ こでは価格 を増大させた場合について示 している。利潤PeQ舌 一C舌 を価
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格 ρ。に つ い て 極 大 化 す る 一 次 条 件 は,

2(2-h)」 しt-k(4-3h)(Lt-4Po+2Pi)(Lt-2Pi)=0

で あ る。対 称 均 衡 を 求 め る た め こ の 等 式 を ρ、=ρ 。 と し て 解 き,二 次 条 件 を 満 た す 解 を 求 め る

と,

2Lt(2-h)/(ん(4-3h))+Lt

pL=2

と な る。 こ の 時 利 潤 は,

L(2-h)(22ZeLt(4-3h)(2-h)+(4-3h)A:Lt-(4-2h))

flL=
8た(4-3h)

である。PL,nLは 線形料金制下での均衡における価格水準 と利潤水準を示 している。この解

が有効であるためには,配 達可能距離が五より小 さくなければならない。すなわち,が/'≦

Lを 満たさなければならない。これを満たす条件は,

2(2-h)紅'≧(1)

4-3h

である。すなわち,条 件(1)を 満たす時に,PLが 有効な解 となる。この条件を満たさない場

合には,す べての地域 に両方の小売店が配達可能とな り,顧 客のスイッチング行動に対する

仮定が競争均衡を大 きく決定づける。ここで仮定したスイッチング行動は,そ の場合単純す

ぎ,分 析 に適切ではない。ここでは,日 本の現在のLPガ ス市場を分析するという目的のた

め,五 ∫が十分に大 きい領域に限定 して考える。なお,価 格 を低下させた時には,利 潤極大化

の1次 条件は,

-3(4-3h)p9+2Po(2-h+ん(2Lt-P1×4-3h))

+(Lt-Pl)(4-2h-k(Lt+p1)(4-3h))=0

であるが,こ の式をPi=p。 について解いた均衡価格は,価 格 を上昇させた場合の解と同一 と

なる。

これらの解から,均 衡価格,均 衡利潤 とも,商 圏の大 きさないしは地域独占的市場支配力

の大 きさLと 単位配達費用tの 増加関数であ り,顧 客の価格差 にどれだけ敏感に反応するか

というパ ラメータんの減少関数であることが明 らかである。また,価 格は低需要家の割合 乃

の増大関数であることも明らかだが,若 干の計算によって利潤は 乃の減少関数であることが

わかる。

2.2LPガ ス小売市場 における二部料金制度

次に前小節で設定 したモデルについて,二 部料金 を導入 した場合の均衡を求める。小売業

者0が 設定する基本料金 と単位 あたり従量料金 は(p。,ノb)で あ り,小 売業者1が 設定するそ
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れ そ れ の 値 は(Pi,fi)で あ る。 小 売 業 者0が 位 置xの 顧 客 ま で 配 達 を拡 大 した場 合,需 要

2(1-h)+h=2-hを 見 込 む とす れ ば,ペ イす る配 達 距 離 はp。/t+f。/(t(2-h))で あ る。 こ

の 距 離 をx。 と置 く。 同 様 に 小 売 業 者1の 配 達 距 離 はXl≡Pi/t+fi/(t(2-h))と な る。

[0,L-x、]の 顧 客 は小 売 業 者0の み か ら配 達 を受 け,[L-x,,x。]の 顧 客 は両 方 か ら,

[x。,L]の 顧 客 は小 売 業 者1の み か ら配 達 を受 け る。ラ イバ ル が 設 定 した均 衡 価 格Piか ら小

売 業 者0が 価 格 を上 昇 させ る と,需 要 量Q♂ と配 達 費 用C品 お よび 顧 客 数Nは それ ぞ れ

Q8=(h+2(1-h))(L-x])

・(h1+'e(Pl+Sl-Po-f')・ ・(1-h)1+k(2P'+S'-2Po-f'))(・ ・1-L)

c&一(2-h)fl"it・ ・tx

・(・(1-・)1+'e(2ρ1芋2ρ ・-fo)・h1+le(P'+会 一ρo-f')膿
1肱

N-L-xl+(h1+々 ゆ1芋 ρ・-f・)・(1-h)1+le(2P'+S'-2Po-fo))(・xl-L)

で あ る。 前 小 節 と同 様 に,配 達 区域 が 重 な る地 域 で は,2単 位 需 要 す る顧 客 も1単 位 しか需

要 しな い顧 客 も,そ れ ぞ れ の 実 質 的 な 支 払 い料 金,p+f,2p+/を 両 小 売 業 者 で 比較 し,そ の

差 に比 例 して 小 売 業 者 を変 更 す る と仮 定 して い る。

利 潤p。Q♂+foN-C♂ をPo,foに つ い て極 大 化 す る一 次 条 件 は,

Lt(2-h)(2十4∫o々 十陀(2-h)(4々1)o-Lt))

+4陀(ノ1-2fo-(2-h)(2Po-Pl)(ノ 「1+(2-h)Pl))=0

(2-h)(4-3h)leL2t2・-4々((fi-2/o)(2-h)一(4-3h》(2po-pl))(fi+(2-h)pl)

-2Lt(4(1-h)十8/o陀+h2+h々(fi(1-h)-2fo(4-h))+2kpo(2-h)(4-3h))=0

で あ る。fi=f。,Pi=P。 とな る よ うに これ らの 式 を解 き,二 次 条 件 を満 た す 解 を選 択 す る と,

〆 一号 ∫・一"髪)

を得 る。 こ こで,pT,fTは 二 部 料 金 均 衡 にお け る料 金 水 準 で あ る。 こ の解 が 有 効 で あ る ため

に は,前 小 節 と同 様 に κ。≦五 で な け れ ば な らな い。 こ れ を解 く と,条 件

ZeLt>2_(2)
2-h

を得る。この条件を満た している限 り,解PTが 有効 となる。なお,条 件(2)の 右辺はすべて

の0≦h≦1に ついて条件(1)の 右辺の値 より大 きいことは容易に確認で きる。すなわち,解

PTが 有効である時には,必 ずPLも 有効である。

明 らかに基本料金 と単位あた り従量料金の両方が,商 圏の大 きさLと 単位輸送費用tの ぞ
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れ そ れ の 増 加 関 数 で あ る。ま た,基 本料 金 は,顧 客 の 価 格 差 へ の感 応 度 々お よび低 需 要 顧 客 の

割 合 乃の 減 少 関 数 で あ るが,単 位 従 量 料 金 は これ らの パ ラメ ー タ に依 存 しな い 。 なお,こ こ

ま で は 小 売業 者0が 価 格 を上 昇 させ た場 合 の 効 果 か ら均 衡 条 件 を 導 出 して きた。 詳 細 は省 略

す る が,価 格 を低 下 させ た 場 合 の 反 応 関 数 を用 い て も,同 じ均 衡 解 を得 る こ とが確 認 で き る。

均 衡 利 潤 は

L(221eLt(2-h)+(2-h)ZeLt-2)
nT・.8々

で あ る。 線 形料 金 の み を課 す 場 合 の均 衡 利 潤nLと 比較 す る と,

L(h2-h十(4-3h)21aLt(2-h)一(2-h)2ZeaLt(3h2-10h十8>)
nT-nL=4々(4

-3h)

で あ る。 この値 が 正 で あ る ため に は,々L'の 値 が,

h2-7h+8+2(2-h)Vi:5E
勉L'>2(2

-h)(4-3h)

を満 た さな け れ ば な らな い 。 と こ ろが,こ の 式 の 右 辺 は,解PTが 有 効 で あ る た め の 条 件(2)

の 右 辺 よ りも,0≦h≦1の 時 必 ず小 さ い。 なぜ な ら,

h2-7h+8+2(2-h)Vi:5E22(2-h)Vi:5E-(-h・-5h+8)

2(2-h)(4-3h)2-h2(2-h)(4-3h)

(2(2-h)Vi:iii)2-(-h2-5h・8)・ 一一h(1-h)(-h・-23h・32)

であり,0≦h≦1に おいて 一h2-23h+32>0だ からである。すなわち,二 部料金制度の下で

有効な均衡がある限 りnT>nL,す なわち均衡利潤 は線形料金制下での均衡の利潤 よりも必

ず大 きいことが証明された。この結果は前節の一般的な製品差別化モデルにおいて導出され

た結論 と同 じである。

2.3LPガ ス小売市場における二部料金制度の評価

需要は価格 に対 して非弾力的であると仮定 しているか ら,顧 客への供給量が変化すること

による社会的余剰の変化は生 じない。 しか し,顧 客への配達費用の配分問題が残 っている。

線形料金による競争の場合 と二部料金による競争の場合の総配達費用は,そ れぞれ,

L(2郭)(Lt+請 …釜

))・L(2+(㌘)ZeLt)

である。この差 をとると,

」L(1-h)<0
4k(4-3h)

となる。すなわち,輸 送費用の配分は線形料金における均衡の方が効率的である。
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本モデルの設定の下では,分 析 を待たずに,最 適な輸送配分が中央で配達可能地域を二分

し,よ り近 い方の店舗か ら配達 を受ける配分であることは明 らかである。料金がより高 くな

ると,そ れぞれの店舗の配達可能地域が拡大 し,実 際の配達 も遠距離 まで行われ る。この配

達地域の拡大が非効率発生の原因となる。このことか ら,二 部料金の採用によって均衡価格

水準が上昇することから,よ り非効率な配達の可能性が高 まるのではないか と予想 される。

実際に,両 均衡の下で顧客についての平均的な料金 を比較すると0≦h≦1に おいて

(・-h)pL-(fT・(・-h)め 一L'(1ま ω(慧 一1)・ ・

であり,二 部料金下での平均料金水準の方が高いことがわかる。

この時,需 要量1の 顧客は二部料金制度の下でより高い料金を支払 うことになる。実際,

pL-(f'+・')一/L-t(;、il!h)(1両 「1)・ ・

である。 しか し,以 下の通 り,需 要量2の 顧客の料金負担は二部料金制度の下で軽滅 される。

2pL-(f'+・P')一/L-t(:i
l、Zlh)(意 一1)・ ・

この部分だけが,前 節の一般的な製品差別化モデルの結論 と異なる結果である。前節におい

ては,す べての顧客において負担が増大 していた。

最後 に,二 部料金がこの ように決定 されている時に観測されるべ き特徴 を確認 してお く。

ρ鴛fTは 両者 ともパラメータL,tの 増加関数である。したがって,単 位従量料金が高い地域

小売市場では基本料金 も高い,す なわち単位従量料金および基本料金は正の相関 を示すこと

が示唆される。次節では,こ の命題 を日本のLPガ ス小売市場において検証する。 このモデ

ルが示唆 しているように,両 料金に正の相関が見いだ されれば,少 なくとも本節のモデル は

棄却されないことが示 される。

3日 本のLPガ ス小売市場における基本料金 と従量料金の関係

前節ではモデル分析 によって,第1節 に得 られた命題が,LPガ ス小売市場のような特殊

な市場で も成立することが示された。すなわち,線 形料金に比べて二部料金を採用すること

によって,小 売業者はより高い均衡利潤 を獲得する一方で,消 費者の平均的な料金負担が増

大する。本節では,モ デル分析 にあわせて導出された予想,す なわち,各 地域LPガ ス小売

市場の基本料金 と単位従量料金 とは正の相関を示すことを実証分析によって検証することに

よって,こ のインプ リケーションの有効性 を確認す る。
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3.1日 本の都市ガス料金における基本料金 と従量料金 との関係

基本料金 と従量料金 とがそれぞれ コス トに見合った水準に設定 される限 り,こ れらが正の

相関を持つことは当然であると考えられるか もしれない。 しか し,理 論的にはそれぞれの料

金の基本 となるコス トは,固 定的な設備 にかかる費用 とガス仕入代金 とかな り異なった費用

である。 また,最 終的に消費者が支払 う料金において競争ないしは規制が働いていれば,従

量料金部分 と基本料金部分の総額が抑制 されるから,む しろこの二つの料金部分は負の相関

を持つことが自然である。実際,以 下に示すように,日 本の都市ガス料金における基本料金

と従量料金 とは負の相関を示す。 日本の都市ガス料金は規制料金である。歴史的に,天 然ガ

スの導入に伴って都市ガス供給費用に占める固定費部分の割合が増大 し,逆 にガス購入単価

は低下 しているが,消 費者の抵抗 もあって増大 した固定費のすべてが基本料金に反映されて

きたわけではなし㌔ 固定費の増大分の一部は,実 質的に従量料金 として回収 されてきた傾向

がある。そのため,ど れだけこの傾向をリバ ランスしたかの違いによって,基 本料金 と単位

あた り従量料金 との間には負の相関が存在 していると予想で きる。

実証分析の対象としたのは日本の一般ガス事業者のうち,13Aの ガスを供給 している非公

営の95社 が平成14年3月 末現在 に設定 している料金である。これ ら一般ガス会社のほとんど

は段階別料金制度を採用 してお り,使 用量 によって基本料金 ・従量料金 とも異なる。そこで,

もっとも典型的 と考えられ,し ば しば代表的家庭用顧客として用いられる50立米 を使用 した

場合の基本料金 と,そ の時の1立 米 あたりの従量料金の関係 を分析 した。この二つの料金の

相関を調べるため,基 本料金を被説明変数とし,従 量料金 と他の コントロール変数を説明変

数 とする重回帰分析 を行っている。

まず,被 説明変数P,は ゴ社か ら50立米 の13Aガ ス供給を受けた時の1立 米あた りの従量

料金である。ただ し,同 じ13Aガ スグループで も標準熱量は異なっている。ほとんどの供給

は,1立 米あたり46.04655MJで 行われているが,こ れと異なる場合 にはこの1立 米 あたり

46.04655MJに あわせて,従 量料金を熱量に比例 させた調整を行 った。ただ,同 じ13Aガ スグ

ループにおいても1立 米 あたり46.04655MJよ り大である供給は,天 然ガスではな くプロパ
　

ンガスを供給 している。一般にプロパンガスを供給 している場合には,天 然ガスを用いてい

る場合 よりガス単価が高いので従量料金 も高 くなる傾向があると予想 される。そのため,プ

ロパ ンガスを供給 している場合には,説 明変数 としてダ ミー変数を設定 してこの効果をコン

トロールする。このダミー変数をDiと する。また,同 様に同 じ13Aガ スグループにおいて も

1立 米あた り46.04655MJよ り熱量が小である場合の多 くは,国 産天然ガスを用いて供給を

行っている。国産天然ガスを供給で きる地域は限 られているが,液 化天然ガス(LNG)に よ

る供給 よりも安 く調達できるので,従 量料金 も安 くなる傾向があると思われる。そのため,

原材料 として国産天然ガスを用いている場合には,や はりダミー変数を設定 してこの効果 を
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コン トロールする。このダミー変数を1)ク欝 とする。

説明変数F,はi社 から50立米の13Aガ ス供給 を受けた時の基本料金である。説明変数 とし

ては,他 に,顧 客一人あたりの平均的使用量 と事業者の規模を示すコントロール変数を導入

す る。それぞれ顧客あた り供給についての規模の経済性 と,供 給規模についての規模の経済

性の存在が料金に反映 されている可能性 を考慮 している。顧客一人あたりの平均使用量を

U,と す る。これは 『ガス年鑑平成14年 度版』より得 られた総供給量/総 顧客数の平成13年 度

実績値 を用いた。また,総 顧客数を対数変換 した値 を&と する。出所は同 じである。

結果は,

Pi=225+1&lI)'-17.2Dl)NG-O.Ol71Fi-4.30Ui-5.18Si

(11.0)(2.51)(-1.30)(-2,18)(-2.42)(-3.06)

である。ここで括弧内はt統 計量であ り,観 測数は95,自 由度決定済 みの決定係数は0.212で

ある。問題のF,の 回帰係数は有意に負の値 をとり,P値 はO.0327で あった。この ように都市

ガスの従量料金 と基本料金 との間には予想通 り負の相関があることが確認される。 さらに,

顧客1件 あた りの需要量が大きいほど,顧 客の絶対数が大 きいほど料金水準は低 く,規 模の

経済性が競争ないしは規制 を通 じて価格 に反映 されるという仮説を支持 している。 さらに,

LPガ スを原料 として用いている地域は従量料金が高 く,国 産天然ガスを用いている地域 は

(有意性 は低いが)安 い傾向も確認で きる。

3.2日 本のLPガ ス小売料金における基本料金 と従量料金 との関係

次に,日 本のLPガ ス小売 り料金 における基本料金 と従量料金 との関係 を確認する。使用

した料金のデータは,働 日本エネル ギー経済研究所石油情報センターによって調査 され各地

方経済産業局のホームページにおいて2ヶ 月おきに更新 ・公表 されている料金の情報である。

用いたのは平成14年10月 調査のデータである。この調査では,全 国291地 域 を対象に,LPガ

ス小売料金についてその地域の平均値 と最大値,最 小値が公表 されている。ここでは,平 均

値のデータを用 いた。ただ,こ の調査からは様々なコントロール変数を求めることが出来な

いので,働 日本LPガ ス連合会が委託 して調査 している 『液化石油ガス販売業実態調査(以

下実態調査 と略記する)』 をあわせて用いて,い くっかのコントロール変数を用意 した。

基本料金 と従量料金が正の相関を持っていることを検定す るために,前 小節の都市ガス料

金の分析 と同様,従 量料金を被説明変数 とする重回帰分析を行 う。ただ,従 量料金は直接㈲

石油情報センターの調査では直接公表 されていない。公表されているのは,基 本料金および

10立米 と20立米 とを使用 した時の料金のみである。そこで,こ れ らの料金から逆算 して10立

米使用時 と20立米使用時の従量料金の平均値 を求めた。それぞれをPIO,,P20,と する。

説明変数は,前 小節の分析 と同様,基 本料金 とコン トロール変数からなる。基本料金 とし
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て,第i地 域の基本料金の平均値 を㈲石油情報センターの調査からとり,Fダ とする。コント

ロール変数 としては,そ の地域 を含めた各県におけるLPガ ス平均仕入れ単価 を用意 した。

この変数をB,と おく。この変数には,実 態調査からLPガ ス仕入れ価格 と小売 り販売量を用

意 し,そ の比の県内平均値 を用いている。ただデータの制約から,仕 入れ量 と小売 り販売量

との差,す なわち在庫変動部分を調整で きていない し,ブ タンの配合割合によるによる仕入

れ価格差 も調整できていない。他に,都 市ガス分析の場合と同様に規模の経済性の効果をコ

ン トロールするため,そ の地域が属する県内の1件 あたりの家庭需要量平均値 σダおよび,

小売 り事業者あたり平均顧客数Sダ を用意する。ここで,変 数 σtsは規模の経済性効果以外

にも,料 金水準に影響を与える可能性がある。前節のモデル分析で示 された均衡における,

料金水準の式からパラメータL,塘 消去すると,

ρ・一弩壬募2

と な る。 した が っ て,PTをfTの 式 で 示 す と,PTはhの 増 加 関 数 とな る。 す な わ ち,顧 客 あ

た りの 平 均 需 要 量 が 大 き くな る と,均 衡 で の 単 位 あ た り従 量料 金 は低 下 す る こ とが 予 想 され

る。規 模 の 経 済 性 を通 して も,こ の効 果 を通 して も,ど ち らの 場合 も σ押 の 回 帰 係 数 は 負 で

あ る こ とが 予 想 され る。

重 回 帰 分 析 の 結 果 は以 下 の通 りで あ る。

PIOz=353+α0303F∫'P+6.57Bi-8&6σ ゑP-9.68S∫'P

(11.1)(2.67)(5.33)(-1.74)(-2.78)

」P20i=322+0.0240Fチ 」P+6.56、Bi-48.5σ 野P-6.60S許P

(9.94)(2.09)(5.24)(-0.94)(-1.87)

で あ る。括 弧 内 は 同 じ くt統 計 量 を示 して い る。観 測 数 は そ れ ぞ れ268で あ る。10立 米 単価 を

用 い た 回 帰 分 析 の 自由度 調 整 済 み決 定 係 数 は0.404,20立 米 単 価 を用 い た 方 は0.343で あ っ た 。

どち らの 回 帰 分析 に お い て も従 量 料 金 に対 す る 回帰 係 数 は有 意 に正 で あ り,P値 は そ れ ぞ

れ,0.008,0.038で あ る。 す な わ ち,前 節 の モ デル が 予 想 した とお り従 量 料 金 と基 本 料 金 と

の 間 に,正 の相 関 が 認 め られ る。 コ ン トロー ル 変 数 で 調 整 す る前 で も,十 分 に この 正 の 相 関

を確 認 で き る。 図1は 横 軸 に基 本 料 金 を縦 軸 に10立 米 使 用 時 と20立 米 使 用 時 の立 米 あ た りの

従 量 料 金 をプ ロ ッ トした もの で あ る。 この 図 か ら も,正 の相 関 が あ る こ と は 明 らか で あ ろ う。

以上 の 通 り,前 節 の モ デ ル で 示 唆 さ れ た従 量 料 金 と基 本料 金 の 間 の正 の相 関 が確 認 され,少

な くと もモ デ ル の有 効 性 が こ の 実 証 分 析 か ら は疑 わ れ な い こ とが示 され た 。

回 帰 分 析 か ら は,ガ ス 購 入 コス トが 従 量 料 金 に反 映 され る こ と,顧 客1件 あ た りの 需 要 量

が大 き い ほ ど,ま た 小 売 業 者 あ た りの 家 庭 用 顧 客 数 が 多 い ほ ど,従 量 料 金 は低 下 す る傾 向 が

あ る こ とが 示 され て い る。 しか し,都 市 ガ ス の 場 合 と異 な り,こ の 規 模 の 経 済 性 を反 映 した
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傾向は有意 に確認 されるほどではない。

4結 論

本論文では,ま ず一般的な製品差別化モデルを設定 し,二 部料金を設定する価格戦略が通

常の線形料金戦略に対 して ドミナン トな戦略 となることを示 した。二部料金による均衡では,

社会的余剰こそ高 くなるものの,消 費者の負担は支払 う料金の上で も消費者余剰 を比較 した

上で も大 きくなる。この消費者の負担増の下 に,小 売業者はより高い利益 を獲得で きる。次

に,モ デルを特殊化 し,小 売業者が配達活動 を行 う空間的競争モデルを設定 し,日 本のLP

ガス小売市場において二部料金が設定されていることの効果 を分析 した。結果は,前 の一般

的分析の結果 とほ とん ど同様であった。二部料金均衡下では線形料金均衡下に比べて,小 売

業者は平均的に高料金を設定 しより高い利益 を獲得で きる。 さらに,二 部料金下でのより高

い料金水準は小売業者による配達の最適配分に影響を与え,総 配達コス トはより高 くなって

しまうことが確認された。あわせて,均 衡では,基 本料金 と従量料金とが正の相関を持つ と

予想できることを示 した。この予想は,日 本のLPガ ス小売市場の地域間クロス ・セクショ

ン分析によって肯定的に確認された。すなわち,基 本料金が高い地域 においては,原 料ガス

費用を調整 した後 も,一 般に従量料金が高い傾向がある。この傾向を確認することによって,

理論モデル分析の有効性 も確認 された。なお,都 市ガスにおいては,対 照的に基本料金 と従

量料金 とは負の相関を持っていることも併せて示 されている。

一般に,消 費者はLPガ ス料金 として二部料金が採用されていることを歓迎す る傾向があ

る。二部料金 は,固 定費を基本料金 として,ガ ス費用を従量料金 として,よ りコス トに即 し

た料金設定であると期待 されるからである。 しか し,料 金が費用項 目に対応することと,料

金水準が適切であることとはまった く別のことであることを認識すべ きである。公正取引委

員会事務総局[1999]に 詳 しいように,日 本のLPガ ス小売市場においては,制 度的な要因

もあって競争が不十分であるという認識がある。本論文で明 らかにしたように,二 部料金制

度は,こ の乏 しい競争環境の上にさらに小売業者が高利益高価格を設定する傾向を強めてい

る。本論文の議論 とは別 にも,二 部料金制が競争の効果を減殺する可能性がある。比較する

料金が単位あた り従量料金だけである場合には,一 般的な消費者は,容 易に高い安いを比較

判断できるだろう。 しかし,比 較すべ き料金として基本料金が加わる場合 には,よ り複雑 な

比較 を行わなければならない。各消費者は自分の使用量 を認識 し,そ の使用量の下で料金の

総額 を比較 しなければならない。使用量の水準が異なれば,当 然高い安いの判定 も消費者に

よって異なって くる。この結果消費者の ロコ ミによる情報交換 も難 しくなる。この ように比

較が複雑になる場合,価 格競争が線形料金に比べて活発になるとはとても思われない。

本論文の分析においては,複 占均衡のみを分析 している。すなわち,各 小売業者は一定の
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市場支配力を持っていることを前提 とした分析 となっている。 もし,参 入が自由であれば,

本論文の結論 とは大幅に異なった結果 となることが予想される。多分,二 部料金 を設定する

小売業者が消費者に選択される可能性は少ないだろう。競争が働いている場合には,二 部料

金が一般には観測 されないのは自然ではないだろうか。逆に言えば,二 部料金が観測 される

市場では,小 売業者が何 らかの市場支配力を持 っていると予想で きるのかもしれない。

注

1現 実には,固 定費用は総契約容量に依存すると考えられるから,固 定費用を個々の顧客の契約

容量に応 じて分担するとして,基 本料金が課されている。(電気供給約款研究会編[1996])

2公 正取引委員会事務総局[1999]調 査によると従量料金のみの料金は2.7%し か採用されていな

い0

3日 本LPガ ス連 合会[2002]に よる と,LP々 ス小 売 り部門 の経 費合計 に 占め る,減 価 償却 費

の割合 は7.4%で あ り,保 安費 を含 めて も13.6%で あ る。

4公 正取 引委 員会 事務総 局[1999]に よる と,販 売 店 を自由 に選 択 で きるこ と を知 って い る顧 客

の割 合 は68.4%で あ った。

5た とえ ば,『LPガ ス料 金 問題検 討会 報告 書』

6筆 者 までemail:torii@business。ynu.ac.jp宛 にご連絡 い ただ ければ,折 り返 し文書 フ ァイル を

添 付 フ ァイル にて送 付致 します。

7公 正取 引委 員 会事 務総 局[1999]や 『LPガ スガ イ ド2002』 を参 照 され たい。

8「 無償 配管 」 とは,住 宅建 設時 にLP小 売 業者 の 負担 で住宅 内ガ ス配管 を行 う慣 行 であ る。従

来,明 示 的 な契約 な しに 「無償 配管 」が 設置 され るケー スが 多か った。詳 細 は,公 正取 引委 員会

事 務 総局[1999]等 を参照 され た い。 なお,同 調 査 の結果,配 管の所 有 につ いてわ か らな い と答

えた 消費者 の 割合 が最 も多 く,47.5%で あ った。

9新 日本瓦 斯 が供 給す る一部 の地 域 はプ ロパ ンガス を用 いて い るが,熱 量 は46.04655MJ/立 米 以

下 で あ る。
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